
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜治療 1回の考え方＞ 

.採卵から胚移植までの一連の治療を 1回とします。以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植を 1回とします。 

投薬のみで採卵前に治療を中止した場合は助成対象外です。採卵前に男性不妊治療を行った人で、精子が採取できないなどの理由

で治療を終了した場合も助成の対象となります。 
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